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１ 鳥取県版新型コロナ警報の見直し 

１０月１３日に開催された県の新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、別紙のとおり

「鳥取県版新型コロナ警報」の見直しが実施された。実際に警報が発令された際は、市中感染の拡が

り状況を勘案し、専門家チームや市町村等関係機関と調整・協議しながら、必要に応じて感染リスク

の高い教育活動の制限、分散登校、臨時休業の対応を決定していくこととしている。 

 

２ 県内等修学旅行支援事業について（令和２年９月補正予算事業） 

新型コロナウイルスの影響により、県立学校（高校、特別支援学校）が修学旅行等を県内等に変更

して実施する場合の費用について支援することで、生徒がふるさとについて学ぶ機会を創出し、地域

への愛着を育むもの。 

補助対象経費 新型コロナウイルスの影響により、修学旅行等を県内等（※）に変更した場合の旅

行費用 

※県内での宿泊、日帰りのほか、感染リスクの少ない近県での日帰りを含む 

補助対象者  県立高校、特別支援学校の児童生徒、保護者 

県 補 助 率  １０／１０ （新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当） 

（宿 泊）生徒１人あたり１泊５千円を上限（最大２泊分まで） 

（日帰り）生徒１人あたり３千円 

予 算 額 ７，０００千円 

＜活用の状況＞ 

高校：１校実施（八頭高：県外日帰り） ※その他、県内修学旅行を計画中の学校がある 

特別支援学校：６校実施（予定含む）（鳥取聾、白兎養護、倉吉養護、皆生養護、米子養護、琴の浦：県内日帰り） 

 

３ 令和２年度高等学校体験入学・授業参観等の実施について 

  新型コロナウイルスの影響により、８月中の開催が中止となっていた令和２年度高等学校体験入

学・授業参観等について、１０月１０日（土）から１２日（月）にかけて、県立高等学校１５校にお

いて可能な範囲で代替実施した。（別日程５校、個別対応１校、ＤＶＤ配布２校、実施済み１校） 

  なお、実施にあたっては、マスクの着用、室内の換気、三つの密（密閉、密集、密接）の回避等感

染防止対策を徹底した。 

 

４ 小中学校における遠隔授業実証実験及びウェブ会議システム（Google Meet）を利用した接続実験

について 

新型コロナウイルス感染症による長期の学校休業に備えるため、学校休業中の児童生徒の状況把握

や学力保障を目指し、市町村教育委員会と協力しながらウェブ会議システムを活用した遠隔授業実証

実験を４月２８日の岩美中学校を皮切りに、県内１０校で行っている。 

 各市町村が、非常時における学習機会の準備について、家庭や校区の状況、機器の整備状況を加味

して地域にあった計画を立てる機会となっており、危機管理の面で大きな意味がある。 

 非常時における学習保障の面だけではなく、ＧＩＧＡスクール構想によるＩＣＴを活用した教育を

推進することにもつながり、授業でゲストティーチャーや他の学校、他県や海外の学校とつなぐな

ど豊かな学びを創造することができる。 

 不登校児や疾病による長期欠席の児童生徒の学習の機会の保障につながるなど、教育の可能性を大

きく広げるものである。 

○実証実験実施校（１０月１０日現在）※県教委が関わった取組のみ 

 岩美中、智頭小、智頭中、小鴨小、倉吉東中、三朝小、大栄小、赤碕小、日吉津小、日南中 
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